
国診協は平成30年６月に開催された臨時理事会において執行部体制が改選され、新執行部として第一
歩を踏み出した。新たな執行部体制は、会長に現会長の押淵徹氏、副会長には現副会長の金丸吉昌氏と、
新たに現常務理事の小野剛氏が選任された。また、常務理事には現常務理事の五十嵐俊久、黒木嘉人、
山博文、荻野健司、郷力和明の５氏と新たに安東正晴、和田智子、奥山秀樹の３氏の計８名が選任さ

れた。ここで改めて、地域包括医療・ケアのさらなる拡充・推進に向けた取り組みが期待される。
なお、大きな課題である医師の地域遍在の解消については、平成30年度中に全国の都道府県に地域医療
対策協議会が設置され、平成31年度中に各都道府県に医師確保計画が義務付けられ、地域医療構想調整会
議と地域医療対策協議会が両輪となって各都道府県で協働することで、課題解決へとつながっていくのではな
いかと期待される。その他、総合診療専門医制度への対応や国診協三大事業への取り組みなど、多くの課題
についての進むべき方向性を明確にしていく必要がある。
そこで今号では新会長、新副会長にお集まりいただき、新執行部体制の進むべき方向性と課題、展望等
について考察いただくこととした。

髙
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押淵 国診協がめざす地域包括医療・ケアの推進に

は、国診協の三大事業である全国国保地域医療学会

（以下、学会）、地域医療現地研究会（以下、現地研究

会）、地域包括医療・ケア研修会（以下、包括ケア研修

会）の充実を掲げたい。そして地域医療の内容の充実

を目標とした調査研究事業の実施と成果の発信、地域

包括医療・ケア認定制度の普及、各委員会・部会活動

を通じた会員間の交流をテーマに挙げておりますし、

これらのいろいろな成果・取り組みの内容をホームペ

ージに公開するように事務局に指示をしています。

まず学会、現地研究会、包括ケア研修会等について

充実を図るために両副会長の思いについてお話いただ

きたいと思います。まず、小野先生いかがでしょうか。

小野 国診協の三大事業では、10年前は多職種の参加

についてはそれほど言われませんでしたが、今は多職

種の方々が参加できることが素晴らしいと思っていま

す。ぜひ、今後も推進してほしいと思います。また、

多職種の方々が参加できるようなプログラムの内容を

増やして、国保関係者や国診協会員の方々がいろいろ

発言できるようなプログラムを組み込んでいただけれ

ばと思っています。

押淵 国診協のいろいろな委員会や部会などのメンバ

ー構成については、多くの職種の方々が名を連ねるよ

うにと常々配慮してきています。また、学会の中でも

同じことが言えると思っています。たとえば、学会の

シンポジウムの中にも医師以外の職種の方々が発表し

ていただくことは、今後さらに大切になるものと思っ

ています。金丸先生いかがですか。

金丸 そのとおりだと思います。最近、それぞれの地

域の現場での感覚で学会をさらに深めていきたいとい

う、うねりも感じています。それぞれの地域の特色も

盛り込まれていける方向にあるように思います。この

ことは現地研究会も包括ケア研修会もそれを踏まえて

深めていると思います。大事な流れかと思いますので、

ぜひ、継続していっていただきたいと思っています。

押淵 今回、第58回全国国保地域医療学会（徳島市）

に参加したときに、特にそれを感じましたね。

金丸 そうですね。

押淵 徳島の学会での取り組みは、なかなかよかった

と思っています。

金丸 多職種というテーマとそれぞれの地域の特色と

の両輪で深まり、伝統に基づいてそれがさらに深まっ

ていくことがとてもいいことだなと感じました。

押淵 新しい時代を予感させるような特別な取り組み

で、現地のいろいろな特色を出そうとするところも、

よかったと思います。現地研究会はもともとそういう

ことでやってきたわけですからそれでいいと思います。

小野 平成17年に第19回現地研究会を秋田県で開催し

ました。この機会を通して、当院の職員のモチベーシ

ョンアップにつながりました。現場の職員たちに対し

て「いいね、頑張っているね」と褒めてもらえると職

員たちは「ああ、よかったな」という達成感に満たさ

れます。準備期間は大変でしたが、そういう感動が10

年以上も継続するということを、今後開催していただ
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く施設にはアピールしながら、行っていただきたいと

思います。

押淵 私ども長崎県での現地研究会は、小野先生の３

年前の開催でした。

小野 そうです、３年前でした。

押淵 そのときに最初は当院の職員も尻込みしてぐず

ぐず言っていました。しかし、主だった役職者を準備

のために、先行する現地研究会に同行させて国診協の

ほかの施設で研修させたところ、徐々にやる気が出て

きたということもあります。そういうことを見たとき

に、私のところは地域から外に出て行って、他と触れ

る機会のない職員たちですので、逆に全国から来てい

ただくことで、大きな自信につながったということが

あります。

先ほど小野先生が言われたように、多職種連携とい

うキーワードが実感できたという感想が得られまし

た。現地研究会への参加は、医師か院長しか行かない

と職員は思っていたそうです。ところが、大勢の方に

来ていただいたということが大きな力になっていたよ

うです。今後も学会や研修会等には、多くの職種の

方々が出てこられるようなプログラムにしていきたい

と思っています。

次に国診協の機関誌「地域医療」についてです。一

読された感想や今後の誌面の充実に向けてどういうこ

とを加えたらいいのか。また、いろいろな職種の方々

の交流の場になっていると思いますが、それ以外にも

何かありますでしょうか。

小野 私が最近思うのは、いろいろな職種の方々がい

ろいろ書いてくれてはいますが、もう少しくだけた感

じがあってもいいのかなと思っています。たとえば、

会員の中で絵を描くことが得意な人から漫画を描いて

もらうことなど、今の若い人たちをキャッチするのに

は、研修医向けの雑誌を見ていると、意外と絵やビジ

ュアルに訴える部分やくだけた冗談な話や失敗談、そ

ういうものがあると見やすい部分があります。幅広い

読者をつかむためには、少しそういう部分もあってい

いのかなと感じています。

押淵 それはいいですね。どなたか漫画を描くのが好

きな人はいませんかね。

金丸 私も誌面の工夫と合わせて、小野先生が述べら

れた視点も大事だと思います。また、どうしたら隅々

まで行き届くのかということも課題だと思います。広

く届くには部数は部数で出ているのですが、部数を増

やす意味ではなくて、広く届くというところが小野先

生の話にも通じるところがあると思います。地域医療

誌については、多くの首長の皆さん方に読んでいただ

いていますが、さらに身近に触れていただくにはどう

したらいいのかということが気になっています。部数

を増やすことなくどうしたらより身近に届くのかとい

うことが今、気になっています。一方、誌面の内容は

多職種でよく深められていろいろな工夫をしていただ

いて、とても素晴らしいと思います。

小野 いろいろな方々が執筆してくれています。執筆

する人たちも慣れてきたのでしょうか。

金丸 そうですね。

押淵 以前、当院の看護師にも執筆を依頼したところ、

尻込みをして書いてくれませんでした。他誌の記述内
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容を参考にとアドバイスすると、その看護師は安心し

て執筆してくれました。全国の国保直診は診療活動以

外の地域に向けたいろいろな事業を行っていると思っ

ています。たとえば、私の勤める病院職員の取り組み

ですが、病院を中心にして半径２km範囲内の道路清

掃事業を年４回行うという社会貢献（道路アダプト）

を地域医療誌に掲載すれば、その社会貢献を行ってい

ない地域が、われわれの地域もやってみようかという

気分が出てくるかと思います。やはり診療活動だけで

はなく、地域住民の方々が安心して拠り所とするため

の施設運営も行っていかなければならないと思います

ので、こういうことを特集や継続性のあるリレー形式

の連載を行っていくとおもしろいと思います。

金丸 いいですね。やはり暮らしに近いところでの話

題ですね。

小野 リレー形式いいですよ。そういうものは意外と

おもしろいですよ。

押淵 そうですね。

小野 ところで、地域の住民の方が書いたことはあり

ますか。

金丸 ないですね。

押淵 ないですね。

小野 なかなか頼みづらいことだと思います。しかし、

病院によっては、１人か２人ぐらいの人は書いてくれ

る方もいると思います。可能であれば住民の方々から

書いていただくこともいいのではないかと思います。

金丸 そうですね。私も同じ思いですが、依頼するに

はなかなか難しいところがあると思います。

小野 確かに依頼するにはハードルが高いのですが…。

金丸 しかし、地域医療誌で住民の皆さんに参画して

いただくことは大事ですね。

小野 国診協は地域の皆さんと一緒に取り組んでいる

という部分を表現することです。学会では市民公開講

座も開催していますし、先日の徳島で開催された学会

のシンポジウムで、徳島県の地域医療を守る会副会長

の石本知恵子さんの話は大変感動的でした。

押淵 そうですね、石本さんはインパクトがありました。

小野 インパクトありましたよね。石本さんの話が地

域医療誌の紙面に掲載されることもいいと思います。

押淵 それはいいと思いますね。たとえば、本人の了

解をいただき、発表された後で感想文などを寄せても

らうといいと思います。いずれにしても、国診協会員

間の交流という意味と会員施設の皆さんが目を向ける

ような内容に広げていこうということだと思います。

この視点で広報情報委員会のときに、委員会の皆さん

たちにも考えていただきたいと思っています。早速、

徳島の学会でお話をされた住民の方々に執筆を依頼し

ていただこうと思います。また、学会発表後に追加し

たいことやディスカッションの中で会場から質問があ

って、少し言い足したいこともあれば追加で発表でき

ることができればいいと思います。

次に調査研究事業について話したいと思います。全

国規模の調査研究事業等の実施・成果の発信では、エ

ンディングノートの普及の成果から見ると、住民の

方々の関心のもとになる皆さんの琴線に触れるような

事業が必要だと、長年かかわっていて感じました。ま

た、国診協の会員の中だけで満足しているのでは進歩

がありませんので、今後はどのような調査研究事業を

実施してその成果を伝えていくのか、また、どのよう

に発信していくべきなのかだと思います。

小野 国の施策の中での調査研究事業は少ないです

が、国診協ならではの事業ができるものと思っていま

す。今後は中山間へき地・離島における地域包括ケア
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システムは、国診協だというイメージができるような

調査研究事業に取り組みながら、いい内容を提出して

いければいいとは思っています。

押淵 ありがとうございます。金丸先生いかがですか。

金丸 小野先生の話の続きですが、調査研究を発表す

る場が必要です。たとえば学会で事業の報告発表を行

うとすると全国から多数の学会参加者があると思いま

すので、さらに目に触れる機会につながると思います。

小野 そうですね、アピールできますね。

金丸 なかなかプログラムの編成上難しいところがある

とは思いますが、学会か地域包括医療・ケア研修会でも

いいのですが、何らかの場があるといいと思います。

押淵 そういう意味では、ビジュアル的に１分間のプ

レゼンをDVDなどに撮って、発表が始まる合間に会場

に流すことでもいいと思います。また、たとえば項目

立てをきちんとして、各部会で研究の目的・経緯・成

果をまとめて、これをどう活用していくのかというこ

とへの委員会の会員に向けてのメッセージを伝えるこ

とにすれば、プレゼンターが準備しなくても届けられ

るだろうと思います。

金丸 そうですね。発表者に負担も少なく、かつ、会

員にそれが見えている形で届くという方法ですね。

小野 学会の合間の時間や昼休み時間も含めて活用し

ていくことは、いいと思いますね。

押淵 そうですね、いろいろとタイミングがあると思

いますのでDVDを流しましょうかね。

小野 いいですね。各委員会があるときに画像撮れま

すよね。

押淵 はい、撮れますよ。

小野 各委員会の委員の方々が交代で出演してもらう

こともいいと思います。

押淵 いいと思いますね。まとめはつくるわけだから、

それを要約すれば簡略版を出せますね。

金丸 エンディングノートの場合は時宜にあったもの

になって、多くの方々に支持されています。また、国

診協が発行する出版物や小冊子などは内容がわかりや

すくなっています。

小野 先日、地域ケア委員会委員長の大原昌樹先生と

お話したときに、従来の老健事業とは違うアピールを

行い、内外に発信するための仕掛けを考えています。

押淵先生、予算についてもお考えいただけないでしょ

うか。

押淵 先日の執行役員会などで、皆さんの意見を見ま

したが調査研究事業では助成金がついている事業以外

にも、国診協会員の会費の有効活用という形では、プ

ログラムさえしっかりしていれば予算を使ってもいい

と思います。そうしないと会費をいただいている価値

がないと思いますので、各委員会独自の事業もいいと

思います。そういう意味では、学会の前日に開催され

る国保直診・口腔保健研修会も毎年独自に開催してい

ますので、そういう還元の仕方もしています。私は先

ほど言われた企画を大いに進めていただきたいと思っ

ています。また、会員に見える化を図ることが重要で

す。予算書や決算書を見てもよくわかりませんので、

これだけの事業費が使われましたということを会員に

お知らせすることも必要だと思います。

小野 そう思います。たとえば多職種研修コーディネ
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ーター研修会では、国診協とは違う在宅医療介護連携

推進事業の実施から発展して取り組んでいます。今年

度は大阪・福岡・東京で開催されます。講師の後藤先

生や吉村先生が一座のように全国を行脚することは、

素晴らしいことだと思っています。そういう意味で、

国診協とは別のところで評価されることは、いいこと

だと思います。

押淵 事業のことで関連しますが、本日（11月８日）

地域医療インタビューで、厚生労働省樽見保険局長と

お話しする機会がありました。そこでは健康づくり事

業と介護予防事業の一体的な推進という意味では、健

康づくり事業であれば市町村の事業費があり、介護予

防事業であれば介護保険事業か後期高齢者保険制度か

らの事業費があり、それぞれ出口がいくつかあります

が、それを有効に活用するように各市町村で使いやす

いように検討をしているというお話がありました。で

すから、今のようなお話がそこにうまくリンクしてい

って、われわれ国診協からいろいろな出口がある健康

づくり事業や介護予防事業を有効に活用するというこ

とでは、小野先生が話されたような提案型事業もあっ

ていいと思います。今の国の政策を受けて活用させて

いただくには、その事業の成果などのアウトカムが必

要だと思います。そして、その事業成果が自己満足に

終わるだけでは今後は難しいと考えています。

次は認定制度のことです。これは、特任指導医の問

題が出てきたときだったと思いますが、どういう制度

として定着するのかという評価はいかがでしょうか。

金丸 総合診療専門医の中の指導医の関係で、地域包

括医療・ケア認定医が評価されたと思います。全自病

協と共同で設けた地域包括医療・ケア認定制度につい

て、この総合診療専門医制度の特任指導医の７つの前

提資格のうちの１つとして位置づけられました。

押淵 小野先生はどう思いますか。

小野 地域包括医療・ケア認定制度の創設当初は一部

の方々しか制度を利用していませんでした。それが総

合診療専門医の指導医要件の中に入ったことは、金丸

先生たちのご尽力の賜物で大変意義があることです。

将来的にその専門医制度との関連を考えたときにもし

可能であれば、総合診療専門医という１階建ての２階

部分に、家庭医療専門医やわれわれのような地域医療

に従事している医師を、地域包括ケア専門医という名

称で組み込めていける制度になっていけばいいかなと

思っています。

押淵 エーザイ株式会社が創業50周年を記念して公益

財団法人医療科学研究所を設立しました。その研究所

が平成30年９月に「総合診療専門医～期待と課題～」
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をテーマにシンポジウムを開催したときに私はシンポ

ジストとして出席しました。その時、小野先生が言わ

れたことを申し上げました。

金丸 そうですね。そのシンポジウムで押淵会長が家

庭医療専門医や地域包括ケア専門医を２階のサブスペ

シャルティ領域とすることで１階の総合診療専門医が

本来の姿になるのではと言われました。今はもちろん

いろいろな議論と調整が必要だと思います。

小野 家庭医療専門医、地域包括ケア専門医と大病院

の総合医を２階建ての部分にして、さらに総合診療の

３年間も内科から行き来できるような形になれば、総

合診療専門医に入る若い医師たちが増えてくると思い

ます。

押淵 そう思います。

金丸 私もまったくそのとおりだと思います。

押淵 総合診療専門医制度ができる以前に、われわれ

国診協としては地域包括医療・ケア認定医ができてき

た頃、こういう時代が来ると思って想定してつくられ

たわけではありません。われわれとしては、ブラッシ

ュアップをして地域包括医療・ケア認定医の認定医師

の内容を検討し直す必要があると思っています。今ま

でのチェックだけでは済まされない部分がありますの

で、今後検討していく必要があると思います。そして、

われわれとしては総合診療専門医が３年後にでき上が

った後は、こういうコースができますということを準

備しておく必要があると思います。

一方、医師のセカンドキャリアとしての日本病院会

認定の病院総合医の養成が2018年４月から始まりまし

た。病院ホスピタリストのコースをつくったといいま

すから、われわれ国診協も早急に準備しておく必要が

あると考えます。

小野 全日病も同様なコースをつくっていますね。

金丸 そうですね。

押淵 総合診療専門医のサブスペとしての位置づけや

受け皿をつくるためには再度見直す時期に来ていま

す。

小野 ぜひ、早急に検討していただきたいと思います。

押淵 特別委員会のようなグループをつくったらいか

がでしょうか。

小野 つくったほうがいいと思います。

金丸 作業がありますので、作業部会も必要です。

押淵 そうですね、作業部会は必要です。

小野 ぜひ、追い風にしていきたいですよね。

押淵 今、整理しておく必要があります。

小野 そうだと思います。

金丸 かなりスピードがいると思います。来年度のマ

ッチングに間に合うように、見えることが大事になる

と思います。

押淵 今、日本専門医機構ではサブスペとして登録を

受け入れているのは外科と内科など60ほどです。その

中に私どものものも出していくことになります。

金丸 そうです。

小野 今、総合診療専門医制度がスタートして１年目

ですよね。

金丸 １年目です。

小野 その専攻医が２年目、３年目、そして終了して

からが課題です。

金丸 そうです。日本専門医機構のサブスペシャルテ

ィ領域検討委員会があります。来年３月までには何ら

かの動きがあると思いますので、タイミング的にもい

いと思います。それに対応すべく国診協内の委員会や

作業部会を早急に立ち上げる必要があると思います。

押淵 そのとおりです。早急に立ち上げたいと思いま

す。

金丸 医療法および医師法の一部を改正する法律に基

づいて、平成31年度中に都道府県で医師確保計画を策

定することになります。その計画を策定する段階で、

全国の国保直診が積極的にかかわっていただきたいと

思います。もう１つは各都道府県に地域医療対策協議

会が改めて設置されます。われわれ国保直診もかかわ

って意見を述べていくことが大事になってくると思い

ます。

国診協の総合診療専門医委員会や
作業部会を早急に立ち上げる

地域包括医療・ケア認定医の
ブラッシュアップと認定内容の検討が必要
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押淵 かかわらなければならないと思います。それが、

今回の医師法や医療法の改正の主たる目的だろうと思

います。

金丸 また、へき地等の地域で活躍した医師の評価が

始まります。地域医療支援病院等の評価の拡大もお願

いしたいと思います。

押淵 地域医療支援病院等とありましたね。

金丸 そうです。……等です。

押淵 ですから、われわれ国診協が何かアクションを

起こさなければ、何も成果が得られないのではないか

と思いますね。

金丸 そこは鍵ですね。

押淵 私はそれ見たとき感じたのは、最初から医師

法・医療法に書き込むと反対する方が出てきます。等

という文言になったので、緩やかな表現に落ち着いた

ものと考えました。

小野 なるほど、そうですか。私はただ地域医療支援

病院の院長については誰もやらないと思っています。

押淵 誰もいません。地域医療支援病院は二次医療圏

に１か所しかありません。

小野 ほとんどありません。

押淵 それでは成果がほとんどないと思います。

小野 地域枠卒業医師についてですが、制度創設当初

と比べ配置基準がゆるい方へ変化してきている印象が

あります。県内の中核都市の大きな病院で働けば義務

を果たしたことになる県もあるようです。そんなこと

は、どう考えてもおかしいと思いますし、本来あるべ

き姿からずれてきています。今後は１学年20人出てく

ることになります。

金丸 結構な人数になりますね。

小野 多いですよ。そういう人たちを４人～５人ずつ

中核病院に配置して、半年交代でもいいので当院のよ

うな小規模病院にも経験させたいと考えています。国

保直診のような地域の中小病院や診療所を経験させる

ことは、長い医師人生の中で大変重要な経験だという

ことを、国に働きかけるようなアピールができればと

考えています。県主導でこのような取り組みを積極的

に進めてほしいと思っているのですが秋田県では残念

ながらこのような動きはまだ出ていません。

押淵 小野先生、長崎県でも同じです。

金丸 まさにそこです。地域枠の本来の趣旨に沿って

いくことが求められます。地域医療対策協議会の構成

がどのようになるのかが大事です。つまり、そこで議

地域医療対策協議会は
医師確保につながる仕組み



論をして日本専門医機構にも厚生労働省にも、意見が

できるように仕組まれています。今、小野先生がおっ

しゃったようなことも含めて、やはり本来の目的に照

らして地域枠・特別枠がその役割を果たしつつキャリ

アを支援して、結果的に医師確保につながることを目

指していっていただきたいと思っています。

押淵 私は長崎県のことしか知りませんでしたが、金丸

先生が言われたように各都道府県の取り組みがわかるよ

うにしていきたいと思います。もう１つは各都道府県の

地域医療対策協議会へ日本専門医機構からのアクション

を起こす部会があります。私はその部会の委員になって

いますので、事業の実態をよく把握した上で、地域医療

対策協議会に対する意見を日本専門医機構から発言して

いく役割を演じていきたいと思っています。また、国診

協都道府県協議会の各県の会長が地域医療対策協議会に

入らせてもらえばいいと思っています。

金丸 なかなかハードルが高いかもしれないです。そ

して、やはり各県の事情で入れる県と入れない県が出

てくると思います。できるだけ意見が言えるようにす

ることが大事だと思います。

押淵 そうですね。中央で意見を述べることですね。

金丸先生ありがとうございました。次に医師の働き方

改革では私が先ほど申しましたように、先日長崎で日

本医師会の勤務医部会連絡協議会が全国大会として開

催されまして、そこでお話をしました。

小野 全国大会でしたか。

押淵 全国大会です。そこで私は「医師の配置が均衡

さを欠いているときに、医師の働き方改革を先に進め

られたのでは、へき地や離島の医師不足地域は崩壊し

てしまうので、何らかの配慮をしていただきたい。特

にこの制度が適用されるならば、医師の現場だけでも

この手当てができる暫定的ないろいろな措置が必要に

なるだろう」また「医師は一般の労働者と同じ職種で

あるのかないのかという議論をきちんとしてほしい」

ということが、私たちの感覚だと言いました。小野先

生の勤務する秋田県では、タスク・シフティングを受

け取る多職種がおりませんね。

小野 確かに多職種はおりません。

押淵 タスク・シフティングやタスク・シェアリング

と言われても、その業務を担ってくれる人材がいない

ので難しいことだと思います。

金丸 やはり、われわれ国保直診の仲間たちが勤務す
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る中山間へき地・離島では人材の確保が困難な状況で

あり、タスクシフトもタスクシェアも厳しい環境のと

ころが多いです。

押淵 そう思います。

金丸 さらに、医師の確保についても医師の偏在が極

めて厳しくなっている環境があります。労働者という

くくりだけで働き方改革を当てはめられると、地域医

療は崩壊しかねないことを訴えなければと強く感じて

います。

押淵 平成31年３月までには結論がでますね。

小野 そうですね、厚労省の医師の働き方改革に関す

る検討会で検討していますね。

金丸 厚労省でも日本医師会でもそれぞれの委員会で

検討していますね。

押淵 私は地域医療を守る病院協議会（五病協）で、

１月ごろまでにはパブリックコメントを求められるこ

とになると思いますので、そこで発言する準備をして

おく必要があります。また、素案が出されたら両副会

長の先生方のご意見をとりまとめて五病協の中で話を

進めたいと思います。

小野 先日、全自病協でも労基が入った中小病院の院

長と話をしました。

押淵 それにしては件数が多過ぎて、その実態が見え

ません。

金丸 見えないですね。ただ、どうする手も打てませ

ん。とはいえ、いい意味で先ほど話したような議論の

ように、何とか現状にあった医師のよりよい働き方改

革になってほしいと思います。

押淵 応召義務の法的な解釈もありますが、やはり医

師本来の業務についても真剣に議論してほしいです

ね。

金丸 この働き方改革については、労働者という側面

だけではなく本来の医師という職に照らしながら、進

んでいってほしいと思います。

小野 この働き方改革と新しい専門医制度がしっかり

してくれないと、地域医療構想は崩壊しかねないと思

います。

金丸 そうですね。

押淵 最後にまとめとして、いかがでしょうか。

小野 国保直診にとっては大変厳しい時代になってい

ます。やはりみんなが良い方へいけるように、いろい

ろな意味で国診協が情報を発信しながら活動をしてい

ければいいのかと思っています。何とか皆さんの教え

を請いながら頑張りたいと思いますので、よろしくお

願いします。

押淵 私は全国の国保直診に勤務している医師は、地

域の診療施設のリーダーとして、自分に使命を課して

いる、まさにプロフェッショナル・オートノミーの姿

そのものだと思っています。その方々が働きやすいよ

うな環境整備をして、働きを妨げるようなことをさせ

ないようにしていきたい。その働きやすい環境の中に

は、その方たちの健康を維持するための働き方改革で

あって、意欲を促すために意欲をそがないような改革

であってほしいと思います。その観点でいろいろな場

所での協議に参加して発言させていただきたいと思っ

ています。

金丸 今後、ますます国保直診の立ち位置は重要にな

ってくると思います。地域での医療分野の最後の砦とい

う意味が、また改めて増してくる位置づけになると思え

てなりません。そのためにも今、押淵会長が言われたよ

うに、現場で働く医師や職員たちにしっかりと働きがい

を持てる環境づくりのためにも、適切な財政支援が必要

だと考えます。市町村財政も厳しいですが、今後とも国

レベルの財政支援をいただくことをお願いしたいと思い

ます。そして、よりよい働き方改革や地域医療構想がし

っかりと整うことが、地域包括ケアシステムの構築とな

り地域の暮らしが各地域で守られていくところにも直結

すると思います。ぜひ、そういう観点で国診協に与えら

れた役割をしっかりと果たせるよう、役員の１人として

頑張っていきたいと思っています。

押淵 金丸先生、小野先生、本日はどうもありがとう

ございました。これで、座談会を終了します。

全員 ありがとうございました。

（2018年11月８日収録）
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医師本来の業務について真剣な議論を




